
9 月 5 日（日）は、茨城県知事選挙の投票日です。選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な機会で

す。安易に棄権することなく進んで投票しましょう。

投票できる方 今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。

年齢：平成 15 年 9 月 6 日までに生まれた方

住所：令和 3年 5月 18 日までに笠間市に住民登録をされた方(転入届をされた方)で、引き続き

3か月以上笠間市内に住所を有している方

市内に転入された方

令和 3年 5月 19 日以降に転入届をした方は、笠間市では投票できません。ただし、県内の市町

村から転入された方は、前住所地で投票できる場合がありますので前住所地の選挙管理委員会に

お問合せください。

市外に転出された方

笠間市の選挙人名簿に登録されている方で、令和 3年 5月 5日以降に県内の市町村へ転出し新

住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、笠間市で投票できます。この場合、市町村発行の

｢引き続き茨城県の区域内に住所を有する旨の証明書｣をご持参いただくとスムーズに投票できま

す。なお、県外の市区町村に転出された方は、投票できません。

投票所

投票は、市内 51 か所の投票所で行われます。各世帯に郵送される｢入場券｣に投票所の略図が

記載されていますので、自分の投票所を確認してください。※｢入場券｣は 8月 12 日から順次発

送されます。

なお、今回の選挙より、次の投票所が変更となりますのでご注意ください。

【笠間地区】

【友部地区】

投票時間

どの投票所も終了時刻を 2時間繰り上げますので、時間は午前 7時から午後 6時までです。そ

の時間以外は投票することができませんので、ご注意ください。

期日前投票

投票日に所用等のため投票できない方は、期日前投票により投票することができます。入場券裏

面の宣誓書に必要事項を記入のうえ、持参してください。

日時 8 月 20 日（金）～9月 4日（土）午前 8時 30 分～午後 8時まで

場所 笠間市役所本所および各支所

④ 9月 5日は茨城県知事選挙の投票日です
問 笠間市選挙管理委員会 総務課内(内線 207）

行政区 変更前 変更後

1 区・2区・3区・5区・6区
旧笠間保健センター

笠間市役所笠間支所

4区・24区 笠間市立笠間小学校

行政区 変更前 変更後

原店 1・原店 2・宿 1・宿 2・久保・

古山・宮前 1・宮前 2・鴻巣 1・鴻巣 2・

こうのす団地・県営友部アパート

鴻巣新農村集落センター 地域医療センターかさま

久保下寺・新宿・舘古宿・本内・原坪・

筒塙・小原団地
小原公民館(元消防団詰所） 舘古宿公民館
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。


